
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
インバータ回路等、スイッチングノイズの発生源となる主回路部品を収納する筺体の上面
等の平面に立設するとともに、両端部における上部から水平に突出された２個の凸部を有
する側板と、
後端部の少なくとも一方の側面に下方に向かって開口する切欠き部及びこの切欠き部にそ
れぞれ連通している孔若しくは一方は切欠き部に連通しない孔を有するとともに、少なく
とも一方は切欠き部を介して各孔に上記凸部を嵌入することにより各孔及び凸部でヒンジ
部を構成し、このヒンジ部を回動中心として回動するように構成した平面である遮蔽板と
、
遮蔽板の前端部から下方に垂下してその先端が上記平面に当接し、遮蔽板の下方への回動
を規制するように構成した脚部とを有することを特徴とする電力変換装置のノイズ遮蔽構
造。
【請求項２】
インバータ回路等、スイッチングノイズの発生源となる主回路部品を収納する筺体の上面
等の平面に立設するとともに、両端部における上部から水平に突出された２個の凸部を有
する側板と、
後端部の少なくとも一方の側面に下方に向かって開口する切欠き部及びこの切欠き部にそ
れぞれ連通している孔若しくは一方は切欠部に連通しない孔を有するとともに、少なくと
も一方は切欠き部を介して各孔に上記凸部を嵌入することにより各孔及び凸部でヒンジ部
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を構成し、このヒンジ部を回動中心として回動するように構成した平面である遮蔽板と、
上記平面から上方に伸びて突出しその先端が遮蔽板の前端部に当接して遮蔽板の下方への
回動を規制するように構成した脚部とを有することを特徴とする電力変換装置のノイズ遮
蔽構造。
【請求項３】
〔請求項２〕において、脚部は筐体の上面に一体的に設けたものであることを特徴とする
電力変換装置のノイズ遮蔽構造。
【請求項４】
〔請求項１〕～〔請求項３〕において、遮蔽板の後端が下垂するように折り曲げて折曲部
を形成し、遮蔽板の上方への回動に伴い折曲部の下端が側板に当接して遮蔽板の上方への
回動を規制するように構成したことを特徴とする電力変換装置のノイズ遮蔽構造。
【請求項５】
〔請求項１〕～〔請求項３〕において、遮蔽板の後端を同一平面で後方に突出させ、遮蔽
板の上方への回動に伴い後端が側板に当接して遮蔽板の上方への回動を規制するように構
成したことを特徴とする電力変換装置のノイズ遮蔽構造。
【請求項６】
　インバータ回路等、スイッチングノイズの発生源となる主回路部品を収納する筺体に立
設するとともに、先端の上端部から垂直上方に突出された上凸部及び先端の下端部から垂
直下方に突出された下凸部を有する側板と、前記上凸部及び下凸部がそれぞれ後端部に形
成した孔を貫通することにより各孔及び上下凸部でヒンジ部を形成し、このヒンジ部を回
動中心として回動するように構成した平面である遮蔽板とを有する電力変換装置のノイズ
遮蔽構造において、
　前記上凸部はその左右の両辺間の幅が下方に向かって漸増するテーパー部となり且つこ
のテーパー部の下端で内側に切れ込む返し部を有するように構成するとともに、前記下凸
部はその垂直方向の長さが上凸部の垂直方向の長さよりも長くなるように構成する一方、
　前記遮蔽板はその上凸部を挿入する孔の径が上凸部のテーパー部の最大幅

ように構成したことを特徴とする電力変換装置のノイズ遮蔽構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は電力変換装置のノイズ遮蔽構造に関し、特にインバータ装置等、主回路部品とし
てスイッチングノイズの発生源となる素子を有するものに適用して有用なものである。
【０００２】
【従来の技術】
インバータ装置等の電力変換装置においてはその主回路がＩＧＢＴ等のスイッチング素子
を含む。この場合スイッチング素子はスイッチングノイズの発生源となる。そこで、主回
路を構成するスイッチング素子を収納するアルミダイカスト若しくは樹脂成形の筺体とこ
の主回路の制御回路を構成する基板からなる制御部との間にはノイズ遮蔽用の遮蔽板を介
在させ、スイッチングノイズが制御部の動作に悪影響を与えないように工夫している。
【０００３】
図７はこの種の遮蔽板を有する従来技術に係るインバータ装置を示す斜視図である。同図
に示すように、主回路を構成するインバータ回路１、２はヒートシンク３上に載置してあ
る。インバータ回路１、２とこのインバータ回路１、２の制御回路を構成する基板からな
る制御部４との間にはノイズの遮蔽板５が介在させてある。側板６、７はヒートシンク３
に立設した垂直な壁面である。制御部４を載置している遮蔽板５は、その後端をヒンジ部
８を介して側板７に回動可能に取り付ける一方、その前端が側板６の上端に当接すること
により遮蔽板５の下方への回動を規制するように構成してある。インバータ回路１、２と
制御部４とはハーネス９及びコネクタ１０を介して接続してある。
【０００４】
かかるインバータ装置において、インバータ回路１、２の保守作業の際には、ヒンジ部８
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を回動中心として遮蔽板５を上方に回動し、側板６、７の上端部を開口してこれら側板６
、７で区切られる作業空間を確保している。
【０００５】
ところが、上述の如き従来技術においては、保守作業時の作業性は良好に確保しを得るが
、側板６、７及びヒンジ部８等の部品点数が多く、組み立て時の作業性に難があるという
問題がある。
【０００６】
一方、制御部４を載置した遮蔽板５をインバータ回路１、２の筐体に直接ネジ等で固定す
る方法もあるが、この場合には保守作業時に遮蔽板５を取り外さなければならず、保守作
業時の作業性に難があるという問題がある。
【０００７】
本発明は、上記従来技術に鑑み、部品点数を可及的に低減し得るとともに保守作業の作業
性も良好に確保し得る電力変換装置のノイズ遮蔽構造を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成する本発明の構成は次の点を特徴とする。
【０００９】
１）　インバータ回路等、スイッチングノイズの発生源となる主回路部品を収納する筺体
の上面等の平面に立設するとともに、両端部における上部から水平に突出された２個の凸
部を有する側板と、
後端部の少なくとも一方の側面に下方に向かって開口する切欠き部及びこの切欠き部にそ
れぞれ連通している孔若しくは一方は切欠き部に連通しない孔を有するとともに、少なく
とも一方は切欠き部を介して各孔に上記凸部を嵌入することにより各孔及び凸部でヒンジ
部を構成し、このヒンジ部を回動中心として回動するように構成した平面である遮蔽板と
、
遮蔽板の前端部から下方に垂下してその先端が上記平面に当接し、遮蔽板の下方への回動
を規制するように構成した脚部とを有することを特徴とする。
【００１０】
２）　インバータ回路等、スイッチングノイズの発生源となる主回路部品を収納する筺体
の上面等の平面に立設するとともに、両端部における上部から水平に突出された２個の凸
部を有する側板と、
後端部の少なくとも一方の側面に下方に向かって開口する切欠き部及びこの切欠き部にそ
れぞれ連通している孔若しくは一方は切欠部に連通しない孔を有するとともに、少なくと
も一方は切欠き部を介して各孔に上記凸部を嵌入することにより各孔及び凸部でヒンジ部
を構成し、このヒンジ部を回動中心として回動するように構成した平面である遮蔽板と、
上記平面から上方に伸びて突出しその先端が遮蔽板の前端部に当接して遮蔽板の下方への
回動を規制するように構成した脚部とを有することを特徴とする。
【００１１】
３）　上記（２）において、脚部は筐体の上面に一体的に設けたものであることを特徴と
する。
【００１２】
４）　上記（１）～（３）において、遮蔽板の後端が下垂するように折り曲げて折曲部を
形成し、遮蔽板の上方への回動に伴い折曲部の下端が側板に当接して遮蔽板の上方への回
動を規制するように構成したことを特徴とする。
【００１３】
５）　（１）～（３）において、遮蔽板の後端を同一平面で後方に突出させ、遮蔽板の上
方への回動に伴い後端が側板に当接して遮蔽板の上方への回動を規制するように構成した
ことを特徴とする。
【００１４】
６）  インバータ回路等、スイッチングノイズの発生源となる主回路部品を収納する筺体
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に立設するとともに、先端の上端部から垂直上方に突出された上凸部及び先端の下端部か
ら垂直下方に突出された下凸部を有する側板と、前記上凸部及び下凸部がそれぞれ後端部
に形成した孔を貫通することにより各孔及び上下凸部でヒンジ部を形成し、このヒンジ部
を回動中心として回動するように構成した平面である遮蔽板とを有する電力変換装置のノ
イズ遮蔽構造において、
　前記上凸部はその左右の両辺間の幅が下方に向かって漸増するテーパー部となり且つこ
のテーパー部の下端で内側に切れ込む返し部を有するように構成するとともに、前記下凸
部はその垂直方向の長さが上凸部の垂直方向の長さよりも長くなるように構成する一方、
　前記遮蔽板はその上凸部を挿入する孔の径が上凸部のテーパー部の最大幅

ように構成したこと。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下本発明の実施の形態を図面に基づき詳細に説明する。
【００１６】
　図１は本発明の第１の実施の形態に係るノイズ遮蔽構造を電力変換装置である

に適用した状態で示す斜視図、図２はその遮蔽板１１を抽出して示す斜視図、図３
はその側板１２を抽出して示す斜視図である。遮蔽板１１は、図１及び図２に示すように
、その後端部の両側の側面に下方に向かってそれぞれ開口する切欠き部１１ａ、１１ｂ及
びこの切欠き部１１ａ、１１ｂにそれぞれ連通している孔１１ｃ、１１ｄを有するととも
に、その前端部から下方に垂下している脚部１１ｅ、１１ｆを有している。また、遮蔽板
１１の後端は下垂するように折り曲げた折曲部１１ｇとして形成してある。
【００１７】
　側板１２は、図１及び に示すように、両端部における上部から水平に突出された２
個の凸部１２ａ、１２ｂを有する部材である。
【００１８】
　かかる遮蔽板１１及び側板１２で本形態に係るノイズ遮蔽構造を構成する。すなわち、
遮蔽板１１の各切欠き部１１ａ、１１ｂ（この切欠き部１１ａ、１１ｂは何れか一方だけ
でも良い）を介して各孔１１ｃ、１１ｄに上記凸部１２ａ、１２ｂを嵌入することにより
各孔１１ｃ、１１ｄ及び凸部１２ａ、１２ｂでヒンジ部を構成し、このヒンジ部を回動中
心として遮蔽板１１を回動するように構成したものである。このとき は、図１の
二点鎖線で示す位置から図中反時計方向に回動し、垂直に立てた状態で筐体１３ａの表面
に固定するとともに、遮蔽板１１の脚部１１ｅ、１１ｆは筐体１３ａの表面に当接して遮
蔽板１１の下方への回動を規制するように構成してある。また、遮蔽板１１の上方への回
動は折曲部１１ｇの下端が側板１２に当接することにより規制する。したがって、遮蔽板
１１は上方に若干回動した時点でその上方への回動が規制される。インバータ回路１３の
制御回路を構成する制御部１４は遮蔽板１１の上面に載置してあり、インバータ回路１３
との間に遮蔽板１１が介在するように構成してある。
【００１９】
かかる本形態によれば、インバータ回路１３が発生するスイッチングノイズは遮蔽板１１
で遮蔽される。また、インバータ回路１３の保守点検時には遮蔽板１１をヒンジ部を回動
中心として上方に回動することによりインバータ回路１３の上方に作業空間を確保するこ
とができる。このとき遮蔽板１１は折曲部１１ｇが側板１２に当接してその上方への回動
が規制されるので、切欠き部１１ａ、１１ｂが上方に向かって開口することはなく、凸部
１２ａ、１２ｂが孔１１ｃ、１１ｄから外れることはない。
【００２０】
図４は本発明の第２の実施の形態に係るノイズ遮蔽構造の遮蔽板を抽出して示す斜視図で
ある。同図に示すように本形態に係る遮蔽板２１は、第１の実施の形態の折曲部１１ｇ（
図１参照）の代わりにその後端を同一平面（図４に示す通常時の状態の水平面）で後方に
突出させた突出部２１ａを有するものであり、他の構成は第１の実施の形態と同様である
。そこで図１と同一部分には同一番号を付し重複する説明及び側板１２と一体化した図は
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省略する。
【００２１】
かかる実施の形態では、遮蔽板２１はその上方への回動に伴いほぼ９０度回動して垂直に
起立した状態で突出部２１ａが側板１２（図１参照）に当接し、この状態でその上方への
回動が規制される。この場合も前記第１の実施の形態と同様の理由で遮蔽板２１が側板１
２の孔１１ｃ、１１ｄから外れることはない。一方、この場合には第１の実施の形態より
も大きく遮蔽板２１を開くことができるので、その分大きな保守作業時の作業空間を確保
することができる。
【００２２】
図５は本発明の第３の実施の形態に係るノイズ遮蔽構造を示す斜視図である。同図に示す
ように、本形態では第１の実施の形態における脚部１１ｅ、１１ｆの代わりに、インバー
タ回路３３の筐体３３ａの上面に垂直上方に向かう脚部３３ｂ、３３ｃを設けたものであ
る。したがって遮蔽板３１は脚部１１ｅ、１１ｆを有していない点を除き他の構成は遮蔽
板１１等と同じである。そこで、図１と同一部分には同一番号を付し重複する説明は省略
する。
【００２３】
本形態の場合も第１の実施の形態と同態様で使用し得る。また、このとき、折曲部１１の
代わりに突出部２１ａを形成しても勿論良い。
【００２４】
なお、上記第１及び第２の実施の形態では何れもインバータ回路１３、３３の筐体１３ａ
、３３ａの上面に各遮断構造を形成したが、必ずしもこの様に構成する場合に限られない
。インバータ回路１３、３３と制御部１４との間に遮蔽板１１、２１、３１が介在される
構造であれば良い。
【００２５】
図６（ａ）は本発明の第４の実施の形態に係るノイズ遮蔽構造を示す斜視図である。同図
に示すように、本形態はスイッチングノイズの発生源となる主回路部品を収納するインバ
ータ回路４３の筐体４３ａが垂直に配設される場合である。すなわち、本形態における制
御部１４を載置する遮蔽板４１が垂直面を形成している場合である。したがって、本形態
における側板４２は先端の上端部から垂直上方に突出された上凸部４２ａ及び先端の下端
部から垂直下方に突出された下凸部４２ｂを有している。一方、遮蔽板４１は上凸部４２
ａ及び下凸部４２ｂがそれぞれ後端部に形成した孔４１ａ、４１ｂを貫通することにより
各孔４１ａ、４１ｂ及び上下凸部４２ａ、４２ｂでヒンジ部を形成し、このヒンジ部を回
動中心として垂直軸回りに回動するように構成してある。本形態において側板４２はその
基端部を筐体４３ａの側板の内周面に固着してある。ただ、このように側板４２の基端部
を筐体４３ａの側板の内周面に固着する必要は必ずしもない。筐体４３ａを第１～第３の
実施の形態と同様にそれ自体が別途蓋を有するものであっても良い。この場合には垂直面
となる蓋に側板４２の基端部を固着し、遮蔽板４１の前端部に第１～第３の実施の形態の
場合と同様の脚部１１ｅ、１１ｆ、３３ｂ、３３ｃを設ければ良い。
【００２６】
前記上凸部４２ａは、特にこの部分（図６（ａ）のＡ部分）を抽出・拡大して図６（ｂ）
に示すように、その左右の両辺間の幅が下方に向かって漸増するテーパー部４２ａ 1  、４
２ａ 2  となり且つこのテーパー部４２ａ 1  、４２ａ 2  の下端で内側に切れ込む返し部４２
ａ 3  を有するように構成してある。また、前記下凸部４２ｂはその垂直方向の長さが上凸
部４２ａの垂直方向の長さよりも長くなるように構成してある。かくして、先ず孔４１ｂ
に下凸部４２ｂをその上端部まで挿入し、その後孔４１ａを上凸部４２ａにその下端部ま
で挿入しても孔４１ｂが下凸部４２ｂから抜け出ることはない。さらに、遮蔽板４１はそ
の孔４１ａの径Ｄが上凸部４２ａのテーパー部４２ａ 1  、４２ａ 2  の最大幅Ｌよりも若干
小さくなるように構成してある。かくして、孔４１ａを上凸部４２ａに挿入する場合には
、最初はテーパー部４２ａ 1  、４２ａ 2  の小径部を介して簡単に挿入させることができ、
最後に最大幅Ｌの部分を大きな抵抗に抗して通過させることにより、一旦上凸部４２ａに
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挿入された孔４１ａは返し部４２ａ 3  に規制されて抜けることはない。すなわち、運搬時
若しくは作業者が遮蔽板４１に接触した場合でもこの遮蔽板４１が側板４２から抜けるこ
とはない。
【００２７】
かかる本形態によれば、インバータ回路４３が発生するスイッチングノイズは遮蔽板４１
で遮蔽される。また、インバータ回路４３の保守点検時には遮蔽板４１をヒンジ部を回動
中心として回動することによりインバータ回路４３の前方に作業空間を確保することがで
きる。また、上凸部４２ａに挿入された孔４１ａは返し部４２ａ 3  に規制されているため
、運搬時若しくは作業者が遮蔽板４１に接触して大きな振動及び外力が作用した場合でも
この遮蔽板４１が側板４２から抜けることはない。
【００２８】
【発明の効果】
以上実施の形態とともに詳細に説明したように、本発明によればインバータ等の電力変換
装置の保守作業は簡易に行うことができるばかりてなく、その組み立て工数も大幅に低減
し得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施の形態に係るノイズ遮蔽構造を電力変換装置である

に適用した状態で示す斜視図。
【図２】図１の遮蔽板１１を抽出して示す斜視図。
【図３】図１の側板１２を抽出して示す斜視図。
【図４】本発明の第２の実施の形態に係るノイズ遮蔽構造の遮蔽板を抽出して示す斜視図
。
【図５】本発明の第３の実施の形態に係るノイズ遮蔽構造を示す斜視図。
【図６】本発明の第４の実施の形態に係るノイズ遮蔽構造を示す図で、（ａ）はその斜視
図、（ｂ）は（ａ）のＡ部分を抽出・拡大して示す部分拡大図。
【図７】従来技術を示す斜視図。
【符号の説明】
１１、２１、３１、４１　　　　　　　　　　　　遮蔽板
１１ａ、１１ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　切欠き部
１１ｃ、１１ｄ、４１ａ、４１ｂ　　　　　　　　孔
１１ｅ、１１ｆ、３３ｂ、３３ｃ　　　　　　　　脚部
１２、４２　　　　　　　　　　　　　　　　　　側板
１２ａ、１２ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　凸部
１３、３３、４３　　　　　　　　　　　　　　　インバータ回路
１３ａ、３３ａ、４３ａ　　　　　　　　　　　　筐体
１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制御部
４２ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上凸部
４２ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下凸部
４２ａ 1  、４２ａ 2  　　　　　　　　　　　　　　テーパー部
４２ａ 3  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　返し部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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